
かなでや 利用規則

当宿では、宿泊者に安全・快適なご利用をいただき、また公共性を保持するため、宿泊約款と一体となる下記の規則を定めております。

この規則に違反したときは、宿泊約款第4条の規定により、宿泊契約を解除することがあります。

１.当宿内での次に定める行為は固くお断りしております。

　（1）契約人数を超えての客室利用

　（2）室内での喫煙（電子タバコ、加熱式タバコ等による喫煙を含みます。）

　（3）室内へのペットの引き入れ行為

　（4）発火又は引火しやすいもの、宿の衛生の妨げとなるもの、各種法令または条例等で所持が禁止されているもの、従業員や住人及び近隣

　　  住民に害を及ぼしたり不快感を抱かせる可能性のあるものの持ち込み

　（5）建物や備品等の持ち帰り、移動、本来の用途以外での使用、及び故意に損なう行為

　（6）客室以外での所持品の放置

　（7）敷地内で当宿が管理している野菜や果樹の無断収穫、持ち帰り行為

　（8）当宿の許可無く、営利を目的とした活動をすること

　（9）大声を出して騒ぐ等、従業員、住人及び近隣住民への配慮に著しく欠ける行為

　（10）火の管理が必要な薪ストーブ、おくど、火鉢をスタッフの許可、指導なく利用すること（11）その他、公序良俗に反する行為、及び当宿内で

　　  の安全及び衛生の妨げとなる行為

２.宿の建物や備品等が何らかの理由で汚れたり破損した場合は、その保全のため、できる限り早めにお知らせください。


